
 

 

さいたま市告示第５２２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者につ

いて、同条第２項の規定により指定したので下記のとおり告示する。 

令和８年３月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定納付受託者 

⑴ 名     称 株式会社トラストバンク 

⑵ 事業所の所在地 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 

 

⑴ 名     称 楽天グループ株式会社 

⑵ 事業所の所在地 東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号 

 

⑴ 名     称 株式会社アイモバイル 

⑵ 事業所の所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２０号 

 

⑴ 名     称 株式会社ＪＲ東日本ネットステーション 

⑵ 事業所の所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目３３番８号 

 

⑴ 名     称 ＰａｙＰａｙ株式会社 

⑵ 事業所の所在地 東京都千代田区紀尾井町１番３号 

 

⑴ 名     称 株式会社さとふる 

⑵ 事業所の所在地 東京都中央区京橋二丁目２番１号 

 

⑴ 名     称 アマゾンジャパン合同会社 

⑵ 事業所の所在地 東京都目黒区下目黒一丁目８番１号 

 

２ 指定をした日 

令和８年３月２６日 

 

３ 指定納付受託者が納付事務の委託を受けることができる期間 

  令和８年４月１日から 

 

４ 納付事務に係る歳入等 

  寄附金 

 

５ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所財政局財政部財政課資金係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１１５６ 


